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別紙１ 
双葉駅東地区駅前通り高質化基本計画策定業務 

公募型プロポーザル評価基準（一次審査） 
 
１．参加表明者の能力及び経験に関する評価基準は下表のとおりとする。（様式第４） 
評価 
項目 

評価の着目点 
評価点 

 判断基準 

参
加
表
明
者
の
能
力
及
び
経
験 

経
験
・
実
績 

実施要領５.（１）①に示す業務の実績を下記の順位で評価する。 
① 福島県内の同種業務の実績が 2 件ある。 
② 同種業務の実績が 2 件ある。 
③ 同種業務及び類似実績がそれぞれ 1 件ずつある。 
④ 同種業務の実績が 1 件ある。 
⑤ 類似業務の実績が１件ある。 
 
※1 実績は、平成 28 年度以降に発注され、履行した業務とする。 
※2 業務の実績がない場合は選定しない。 

①１５点 
②１２点 
③ ８点 
④ ５点 
⑤ １点 
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２．管理技術者の能力及び経験に関する評価基準は下表のとおりとする。（様式第５） 
評価 
項目 

評価の着目点 
評価点 

 判断基準 

管
理
技
術
者
の
資
格
及
び
経
験
等 

保
有
資
格 

管理技術者の資格について、下記の順位で評価する。 
① 技術士（総合技術監理部門）、技術士（都市及び地方計画）、技術士（道

路）のいずれかを有する。 
② RCCM（都市及び地方計画）、RCCM（道路）のいずれかを有する。 
③ 認定都市プランナーを有する。 
 
※上記のいずれかの資格がない場合は選定しない。 

① ５点 
② ３点 
③ １点 

業
務
従
事
期
間 

業務従事期間について、下記の順位で評価する。 
① 業務従事期間が 10 年以上。 
② 業務従事期間が５年以上 10 年未満。 
③ 業務従事期間が５年未満。 

① ５点 
② ３点 
③ １点 

業
務
実
績 

実施要領５.（１）①に示す業務の実績を下記の順位で評価する。 
① 福島県内の同種業務の実績が２件ある。 
② 同種業務の実績が２件ある。 
③ 同種業務及び類似業務の実績がそれぞれ１件ずつある。 
④ 同種業務の実績が１件ある。 
⑤ 類似業務の実績が１件ある。 
 
※１ 実績は、平成 28 年度以降に発注され、履行した業務とする。 
※２ 実績は、管理技術者としてのものでなくてもよいが、業務の従事期間
が履行期間の過半以上のものとする。 

①１５点 
②１２点 
③ ８点 
④ ５点 
⑤ １点 
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３．主任担当技術者の能力及び経験に関する評価基準は下表のとおりとする。（様式第６） 
評価 
項目 

評価の着目点 
評価点 

 判断基準 

主
任
担
当
技
術
者
の
能
力
及
び
経
験 

保
有
資
格 

主任担当技術者の資格について、下記の順位で評価する。 
① 技術士（総合技術監理部門）、技術士（都市及び地方計画）、技術士（道

路）のいずれかを有する。 
② RCCM（都市及び地方計画）、RCCM（道路）のいずれかを有する。 
③ 認定都市プランナーを有する。 
 
※ 主任担当技術者とは管理技術者をサポートし、主に業務全般を担当し
て発注者との連絡窓口になる者をいう。 
※上記のいずれかの資格がない場合は選定しない。 

① ５点 
② ３点 
③ １点 

業
務
従
事
期
間 

業務従事期間について、下記の順位で評価する。 
① 業務従事期間が 10 年以上。 
② 業務従事期間が５年以上 10 年未満。 
③ 業務従事期間が５年未満。 

① ５点 
② ３点 
③ １点 

業
務
実
績 

実施要領５.（１）①に示す業務の実績を下記の順位で評価する。 
① 福島県内の同種業務の実績が２件ある。 
② 同種業務の実績が２件ある。 
③ 同種業務及び類似業務の実績がそれぞれ１件ずつある。 
④ 同種業務の実績が１件ある。 
⑤ 類似業務の実績が１件ある。 
 
※１ 実績は、平成 28 年度以降に発注され、履行した業務とする。 
※２ 実績は、業務の従事期間が履行期間の過半以上のものとする。 

①１５点 
②１２点 
③ ８点 
④ ５点 
⑤ １点 

 


